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課長：萩原

担当：矢嶋

電話：８３３－９２５６

内線：５４５０

職員の懲戒処分について

 さいたま市消防長は、地方公務員法の規定に基づき、消防職員の懲戒処分を行いま

したので次のとおり公表します。

１ 事件の概要

当該職員は、令和４年６月１４日（火）１０時５８分頃（公務外）、上尾市内の

道路において、自家用自動二輪車を運転し、制限速度時速３０ｋｍを時速３５ｋｍ

超過した時速６５ｋｍで走行し、指定速度違反により検挙されたものです。 

この交通違反により、略式命令で罰金６万円の刑事処分及び運転免許停止３０日

間の行政処分が科されています。 

２ 処分内容等

（１）被処分者

消防局 主事（２４歳）

（２）処分内容

戒告

（３）理由

地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。

・法令違反

・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行

３ 処分年月日

  令和４年１０月２５日（火）


